
 

 

会     議     録 

 

会 議 の 名 称 深谷市空家等対策審議会 第２回会議 

開 催 日 時 
令和４年２月１８日（金） 

午前１０時００分開会 ～ 午前１１時００分閉会 

開 催 場 所 深谷市役所 会議室２‐４ 

出 

席 

者 

委 員 
８人（沢野委員、浅見委員、大澤委員、保岡委員、吉田委員、 

小暮委員、細野委員、中野委員） 

事務局 
７人（協働推進部長、協働推進部次長兼自治振興課長、建築住宅課長 

ほか４名） 

公開の可否 可 ・ 不可 ・ 一部不可 傍聴者数 ０人 

会 議 次 第 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 報告事項 

・空き家所有者一斉通知（２回目）について    

（１）空き家総合相談会の開催について 

（２）空き家所有者の緊急連絡先の届出について 

・令和３年度空き家対策事業（中間報告） 

（１）空き家の苦情・相談状況について 

（２）空き家の活用相談について            

（３）空き家の実態調査について         

（４）老朽空家等除却確認書交付事務取扱要綱の一部改正について     

（５）登記・法律相談について 

（６）回覧板（自治会）の作成について 

（７）特定空家等に対する措置について 

 

４ 協議事項 

（１） 第２次深谷市空家等対策計画の策定について 

 

５ その他 

 

６ 閉会 

資     料 

・ 次第 

・ 資料１、２ 令和３年度 空き家所有者一斉通知（２回目）について 

・ 資料３ 令和３年度空き家対策事業（中間報告） 

・ 資料４ 特定空家等概要および写真 

・ 資料５ 第２次深谷市空家等対策計画の策定について 
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議事審議経過 

【 議 事 】  

３．報告事項 

会長 

本日の傍聴者は、０名です。 

それでは報告事項について、事務局から説明をお願いする。 

 

事務局 

空き家所有者一斉通知（２回目）に係る 

報告事項（１）について、事務局より説明。 

議事の経過は以下のとおり。 

 

 

委員 

相談会の継続相談について、相談者から連絡がくるのか。 

 

事務局  

昨日、相談者へ相談担当者が決まった旨の通知を発送した。相談者

より近日中に連絡があると思うので、お待ちいただきたい。 

 

委員  

相談会の司法書士の継続相談について、継続相談件数が少なかった

が、相続登記をしないと宅建業者の売買等へ繋がらないような込み入

った案件が少なかったことが挙げられる。（当事者間で既に話がまと

まっているケース、遺言書が存在するケース、相続が発生から間もな

いケースが多かった。） 

 

 

空き家所有者一斉通知（２回目）に係る報告事項（２）について、

事務局より説明。 

議事の経過は以下のとおり。 

 

 

委員  

届出者との関係構築も目的の一つとして挙げていたが、相続により

空き家を所有している方は50～70代が多いと考えられる。現役世代で

ある 50代の場合、平日は市役所へ連絡ができない方も多いのではない

か。空き家所有者から連絡を取りたいという需要にはどのように対応

するのか。 

 

事務局  

連絡の受付体制として、平日のお昼（12時～13時）の時間帯も対応

している。この時間帯も難しい場合には、時間外等でも対応する場合

もある。 
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委員  

多くの方から情報収集しても、活用できず無駄になってしまっては

意味がない。 

 

会長  

様々な連絡方法を準備するのが良い。届出書の中にメールアドレス

の記載欄を設けることも検討してみてはよいのでは。 

 

委員  

緊急連絡先の届出率が 17％ということだが、多いと考えているか、

少ないと考えているか。 

 

事務局  

緊急連絡先の届出について、連絡先を把握する目的のほかに、空き

家に関する問題意識を反映した数値とも捉えている。届出した方は空

き家について動いていただける方と考えられるため、担当としては多

いと考えている。 

 

委員  

空き家所有者の成年後見人として、普段から空き家の通知・資料を

受け取っているが、ほかの通知と同封すると紛れてしまい、見落とし

てしまう。届出率の改善を考えるのであれば、送付方法も考慮すべ

き。 

 

 

令和３年度空き家対策事業（中間報告）に係る報告事項（１）に 

ついて、事務局より説明。 

議事の経過は以下のとおり。 

 

 

委員  

相談の中で買取及び借用希望が 6 件とあったが、実際に買取や借用

に至ったケースは何件あるのか。 

 

事務局  

前年度以前まで含めて、少なくとも 4 件程度、買取や借用へ至っ

た。行政なので直接買取や借用には介入できないが、話が進むように

サポートはしている。未接道地等の問題を抱えていた空き家について

隣家等に働きかけ、双方の連絡先を取り次ぎ、買取に至ったケースも

あった。 

 

委員  

今後、買取や借用を促していく取り組みを実施していただきたい。 
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令和３年度空き家対策事業（中間報告）に係る報告事項（２）に 

ついて、事務局より説明。 

議事の経過は以下のとおり。 

 

委員  

資料に媒介契約締結数等の記載があるが、成約数も記載したほうが

わかりやすい。 

 

 

令和３年度空き家対策事業（中間報告）に係る報告事項（３）に 

ついて、事務局より説明。 

議事の経過は以下のとおり。 

 

 

委員 

実態調査の調査票の提出状況について、今年度提出されたもののみ

数値か。それとも前年度以前の提出されたものも含めた累積の数値

か。 

 

事務局  

今年度提出されたものの数値である。 

 

会長 

過去提出があったものすべて調査しているのか。 

 

事務局  

過去の蓄積データを地図に落とし込んだものを自治会へ提供し、現

存する空き家に変化がないか、また新規空き家の有無について調査を

依頼している。 

 

 

令和３年度空き家対策事業（中間報告）に係る報告事項（４）に 

ついて、事務局より説明。質疑なし。 

 

 

令和３年度空き家対策事業（中間報告）に係る報告事項（５）に 

ついて、事務局より説明。 

議事の経過は以下のとおり。 

 

 

委員  

どの広報媒体を見て登記・法律相談への予約へつながったのか、統

計を取っているか。 

 

 

 



4 

 

事務局  

ホームページ、市の広報、各種空き家啓発チラシにて相談について

周知をしているが、統計はとっていない。 

また、自治振興課が、登記・法律相談を含む各種相談窓口の受付課

となっており、自治振興課にて要件を聞き取り、そこで初めて相談先

が決まる場合も多い。 

 

委員  

登記・法律相談の統計の取り方について、相談内容が主たる相談内

容のみの記載となっており、複合的な案件について、統計の取り方の

工夫が必要である。また、成年後見制度等が関係するような案件につ

いて、相談後に次の相談先へつなげる必要がある。 

 

会長 

成年後見制度の関係もあるため、関係部署との調整を図ってくださ

い。 

 

委員 

相談の稼働率について、他市町村と比較してどうか。 

 

委員 

市直営で実施しているところは少ないが、直営でない形で実施して

いる市町村はあり、他市町村と稼働率は同程度である。今後相続登記

が義務化となるので、稼働率は上がると考えられる。 

 

事務局 

相談の空き枠はほぼ前日及び当日キャンセル。毎週司法書士相談を

実施している市町村は少ない。 

 

委員 

弁護士相談と合わせて毎週というところはあるが、司法書士相談自

体は多くても隔週開催がほとんどである。 

 

 

令和３年度空き家対策事業（中間報告）に係る報告事項（６）に 

ついて、事務局より説明。 

議事の経過は以下のとおり。 

 

 

委員 

空き家所有者の半分は市外。こういった相続登記の啓発について通

知を送ることが必要ではないか。 
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事務局  

毎年納税通知書に空き家啓発のチラシを同封しており、来年度の納

税通知書同封チラシに相続登記の内容について掲載予定である。また

空き家所有者への一斉通知でも引き続き周知予定である。 

 

 

令和３年度空き家対策事業（中間報告）に係る報告事項（７）に 

ついて、事務局より説明。質疑なし。 

 

 

令和３年度空き家対策事業（中間報告）に係る報告事項（８）に 

ついて、事務局より説明。 

議事の経過は以下のとおり。 

 

 

委員 

空き家の発生予防の観点というのは、具体的にどのようなことか。 

 

事務局 

統計調査によると空き家の半数が相続にて発生しているため、適切

な相続が重要となる。 

市においても危険度が高い空き家については相続関係が複雑な場合

が多く、相続や空き家の売買の啓発にあたり、家屋所有者の意識、特

に相続に対する意識や売買に係るハードルを調査し、今後の周知啓発

に生かしたい。 

空き家所有者へのこのようなアンケートは全国的、各自治体によっ

て実施されており、参考にできる情報も多くあるが、家屋所有者へこ

のようなアンケートを実施したという情報は見受けられず、参考にで

きる情報がない状況であり、今後の周知啓発のためにもアンケートを

実施したいと考えている。 

 

委員  

調査票はできてないのか 

 

事務局  

おおまかなものはできているが、本日提示できるものは準備できて

いない。本日の会議での意見をもとに修正していきたい。 

 

委員 

空き家予備軍をどうにかするという話と捉えている。相続の話もあ

るが、現在人が居住している家屋について、老朽化状況の把握が必要

と考えるが、アンケート等にて把握するのか。 

 

事務局  

今回のアンケートにて、家屋の建築年や居住人数は質問予定。 
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委員  

同じ建築年でも、管理状況によって状況が違う。アンケートで把握

することが難しい部分について、発生予防という観点を重視するので

あれば、実態調査の中で居住実態があるが老朽化が著しい家屋を調査

する方法もあるのではないか。 

 

事務局  

今の実態調査では、明らかな空き家は出そろっており、空き家かど

うか判断が難しいものが多い。こういったものは職員でも判断が難し

いため、外部委託などの方法含め様々な方法を検討させていただきた

い。 

 

委員  

世帯数が少ない自治会では約20世帯、多い自治会であると約800世

帯あり、平均 1 自治会約 200 世帯程度ある。自身の経験からも調査に

かかる負担は大きく、他自治会からも同様の意見が聞かれた。 

空き家の中でも、老朽化が著しいが空き家ではないものや、老朽化

が進んでいない管理されている空き家等様々あり、外観目視での判断

となるため難しいところもある。調査の際には、それぞれの自治会に

様々な事情があることを考慮し、自治会に負担がかからない形の調査

が望ましい。 

 

委員  

自治会について負担の度合いが違うのであれば、負担度合いに応じ

て市が調査補助をするなどの対応が考えられるのではないか。 

 

委員  

市は空き家の写真等の提供等により、実態調査の調査補助を実施し

ており、空き家調査の一助となっている。 

 

委員  

空き家か判断が難しいものの取り扱いについてはどうしているか。 

 

事務局  

実態調査にて報告があった空き家については、市役所職員が現地調

査を実施する。その際に近隣住民への聞き取りや、外観目視による電

気メーター及びガスメーターの確認、場合によっては市情報の確認等

より判断材料を得ているが、それでも判断が難しいものはある。 

 

委員  

判断が難しいものはどれくらいあるのか。発生予防の観点を重視す

るなら把握が必要ではないか。 
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事務局  

所有者本人が管理をしているとするものや、物置として使用してい

る等の理由から空き家と認識しない場合も多く、判断が難しいものの

把握は難しい。 

 

委員  

空き家であるかどうかではなく、空き家となった場合に対応が困難

な物件について把握する必要があるのではないか。 

 

事務局  

現状、空き家ではない物件まで調査しきれていない。 

 

委員  

調査できているかどうかではなく、アンケートの趣旨からすると、

その部分を把握する必要があると考えたので指摘させていただいた。 

 

事務局  

相続が適切に進まないことで空き家となる場合が多く、発生予防の

観点については、その部分を念頭に置いている。 

 

委員  

相続について、被相続人との関係性が一番大きい。相続が発生して

も相続したことを知らない場合もあり、場合によっては相続放棄をし

てしまう場合もある。アンケートを実施する際に、都市計画区域内か

外か、区域内なら市街化区域か調整区域か、区域外なら非線引き区域

か等、売却のしやすさで差がでるので、ぜひ聞いてほしい。 

 

会長 

 他にご質問ありますか。 

なければ以上で、本日の議事を終了いたします。 

 

 

５．その他 

なし 

 


